
横浜市建築局都市計画課 

令和５年５月 29日 作成 

用途地域等の見直し都市計画市素案 

よくあるご質問【全体版】 
  

■全般 

Q1. 用途地域等とはなにか 

A1. 「用途地域」とは、土地利用の目的に応じて 13種類に分かれた地域のことで、建築できる用途や規模など 

に関する一定のルールを定めたものです。 

   今回の見直しでは、「用途地域」の見直しに加え、特別用途地区の指定も行う予定であるため、それらをま 

とめて「用途地域等」としています。（※特別用途地区については、Q10 をご参照ください。） 

 

Q2. 都市計画市素案とはなにか 

A2. これまで、「用途地域等の見直し都市計画市素案（案）」の説明会や縦覧（閲覧）及び意見書の受付を行い、

市民のみなさまのご意見を伺いました。今回公開する都市計画市素案は、いただいたご意見を踏まえ作成

したもので、これにより公聴会の開催等、都市計画法に基づく都市計画手続きを行います。 

 

Q3. 「都市計画手続き」とはどのような手続きか 

A3. 「都市計画市素案」について、素案説明会や縦覧に加え、公述申出書が出た場合は公聴会を行います。これ

らで頂いた意見を踏まえ、「都市計画案」を策定後、縦覧・意見書の受付を行い都市計画審議会に付議しま

す。都市計画審議会での審議を経て、告示という流れになります。 

 

Q4. なぜ、いま用途地域等の見直しを行うのか 

A4. 昨今では、人口減少社会の到来や少子高齢化の進行、建物の老朽化などの課題に加え、新型コロナウィルス

感染症拡大等によるライフスタイルの多様化など、社会情勢が大きく変化しています。 

これらの変化に対応し、市民の皆様の暮らしやすさの向上や多様な活動の実現等につなげていくために、

用途地域等について、見直しを行います。 

 

Q5. どのような視点で見直しを行うのか 

A5. 今回の見直しでは、「郊外住宅地の魅力向上の視点」や「安全、安心なまちづくり、ゆとりある住空間の創

出の視点」を中心に見直しを行います。 

 

Q6. 今回は区域区分（線引き）を変更し、市街化区域に編入する場所はあるのか。 

A6. 今回の用途地域等の見直しでは、区域区分（線引き）の変更は行いません。なお、区域区分とは、無秩序な

市街化を防止し、計画的な市街化を図るため市街化区域と市街化調整区域に区分することです。 

 

Q7. 見直しによって、固定資産税に影響があるのか 

A7. 今回の用途地域等の見直しによって、固定資産税が変わることは、原則としてありません。 

ただし、容積率が大幅に増加するようなケース（見直し５「軽易な変更等」による 80％から 200％への変更

等）は、その状況に応じて固定資産税の価格が見直される可能性があります。 

なお、固定資産税は地価の動向に基づいて価格を決定し、税額を算定するので、将来的にそのエリアの地価

が上昇するようなことがあれば、固定資産税に反映されることとなります。 



■見直しの内容について 

Q8. 今回の見直しはどのような内容なのか 

A8. 今回の見直しでは、次の６つの見直しを行います。 

   【見直し１】第二種低層住居専用地域への見直し 

     住宅地内（※）の大きな道路沿いを第一種低層住居専用地域から第二種低層住居専用地域に見直しま

す。 

これにより、日用品販売店舗や喫茶店などの独立した店舗の建築が可能になります。    

 

   【見直し２】特別用途地区の指定 

     生活利便性の向上に取り組む必要性が高いと考えられる地区など（※）に特別用途地区を指定します。 

これにより、周辺の住環境に配慮しながら、喫茶店などの独立した店舗の建築や事務所の建築が可能

になります。 

また、特別用途地区を第二種低層住居専用地域に指定した場合、250 ㎡以下の日用品販売店舗の建築

が可能になります。 

 

   【見直し３】指定容積率 80％から 100％への緩和（+準防火地域の指定） 

     第一種低層住居専用地域で指定容積率 80％の地区のうち、敷地が狭くかつ老朽化した住宅が特に多

い地区において、指定容積率を 80％から 100％に緩和します。あわせて、準防火地域を指定します。 

これにより、建てられる床面積が増え、ゆとりある間取りが可能になります。 

また、準防火地域が指定されるため、防火の観点から安全性が向上します。 

 

   【見直し４】工業系用途地域から住居系用途地域への見直し（+高度地区の変更、緑化地域の指定） 

     工業系用途地域の中で、全て住宅等に建て替わった地区を、周辺の土地利用への影響を踏まえて住居

系用途地域に見直します。 

これにより、住環境の保全を図ります。 

 

   【見直し５】軽易な変更等 

    第７回線引き全市見直し（平成 30 年３月告示）で市街化区域に編入した地区で、編入前の建築物の

制限を鑑み、対応が必要である地区の用途地域を変更します。 

また、市街化調整区域内で用途地域が指定されている地区について、用途地域の指定を解除します。 

 

   【見直し６】緑化地域の拡大 

    現在、住居系の用途地域全域に指定している緑化地域を、平成 29 年度の都市緑地法改正を踏まえ、

商業系用途地域（臨港地区を除く）にも指定を拡大します。商業系用途地域の緑化率の最低限度は、こ

れまでの「緑の環境をつくり育てる条例」に基づく建築行為に伴う緑化協議と同様、５％とします。（住

居系用途地域は 10％） 

 

   【事務的変更】 

     用途地域の境界付近で、道路整備や水路改修等による道路や河川等の線形が変更された区域について、

事務的変更を行います。 

 

 



   （※）：【見直し１】【見直し２】の対象地は、概ね 80ha以上の 

第一種低層住居専用地域のエリア等になります。 

なお概ね 80haとは、高齢者の一般的な徒歩圏が 500ｍと 

されていることから、半径 500ｍの範囲のおおよその 

面積になります。 

 

 

Q9. 地区計画や建築協定がある区域も見直しの対象となるのか 

A9. 地区計画や建築協定がある区域については、それぞれの地域特性を踏まえてつくられたルールを 

優先することとし、今回の見直しでは第二種低層住居専用地域への変更や特別用途地区の指定、容積率の 

緩和等は行いません。 

 

Q10. 特別用途地区とはなにか  

A10. 用途地域を補完する都市計画の制度であり、特別の目的から特定の用途の利便の増進又は環境の保護等 

図るため、建築基準法に基づき地区の特性や課題に応じて地方公共団体が定める条例で建築物の用途に係 

る規制の強化又は緩和を行うため定めるものです。 

   なお、今回の見直しでは、一定の条件のもと建築物の用途に係る緩和を行います。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Q11. 今まで建てられないお店などが建つことで、周辺に騒音などの問題が発生してしまうのではないか 

A11. [見直し１]第二種低層住居専用地域への見直しを行う地区では、単独の日用品販売店舗等の立地が可能となりま

すが、低層住宅地の良好な住環境を保護するため、建築基準法により規模（150 ㎡以下）の制限がかかります。 

［見直し２］特別用途地区の指定を行う地区では、喫茶店や事務所等の立地が可能となりますが、条例により規模

を制限するとともに、周辺住環境への配慮として、用途や規模に応じ、道路への接道条件や排気フードの向き、駐

車場の設置等の要件を設けます。 

 

Q12. 今回の見直しは規制が厳しくなるのか 

A12. [見直し３]指定容積率 80％から 100％への緩和（+準防火地域の指定）を行う地区では、建て替え時等には建てら

れる床面積が大きくなるため、基本的には緩和の見直しとなります。一方で、容積率の緩和に伴い防火の観点か

ら、準防火地域に指定されるため、例えば、戸建て住宅では壁や窓などに防火性能の高い材料が求められる等、

規制が厳しくなる場合があります。 

［見直し４]工業系用途地域から住居系用途地域への見直しを行う地区では、容積率及び建蔽率、住宅の最高高

さの変更はありません。一方で、住環境の保全の観点から、例えば、建築物の用途の制限や日影規制等は、厳し

くなります。 

これらの点については、建て替え時等に対応が必要となります。  

面積:約 80 ha 

500 m 

※今回の見直しは緩和 



■説明会、縦覧（閲覧）、市民意見募集について 

Q13. リーフレットが欲しいのだが、どこに行けば手に入るのか 

A13. ６月初旬以降、以下の場所に配架します。 

・建築局都市計画課（市庁舎 25階） 

     ・各区区政推進課 

・市民情報センター（市庁舎３階） 

・駅や公共施設に設置されている PRボックス 

 

Q14. 縦覧と閲覧の違いは何か 

A14. 「閲覧」では、都市計画図書を確認することができ、 

「縦覧」では、都市計画図書の閲覧に加えて、質問等に対して職員が対応します。 

 

Q15. 公聴会とは何か 

A15. 横浜市が作成した都市計画市素案について、住民が公開の下で意見陳述を行う場のことです。都市計画公

聴会での意見陳述を行うには、縦覧期間中にあらかじめ公述申出書の提出が必要です。公聴会で述べられ

た意見と意見に対する市の見解は後日横浜市ホームページで公表するとともに横浜市都市計画審議会に参

考資料として提出されます。 

 

Q16. 公聴会で意見陳述をしたいが、どのように手続きすればよいのか？ 

A16. ７月 14 日（金）～７月 28日（金）まで、関係住民及び利害関係人は公述の申出ができます。郵送、持参、

又は電子申請ステムにて受け付けております。なお、郵送、持参先は建築局都市計画課へお願いします。 

   電子申請システムはリーフレットや HPの QRコード等からアクセスできます。 

   詳細は以下のリンクをご覧ください。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/tetsuduki/kocho/koc

ho-index.html 

 

Q17. 今後どのように見直しが進んでいくのか 

A17. 市素案についての説明会や縦覧、公聴会などを行い、「都市計画案」を策定後、縦覧・意見書の受付を行い

都市計画審議会に付議します。都市計画審議会での審議を経て、告示されると、用途地域が変更されます。 

 

Q18. 自分の家が見直し予定区域に該当しているか確認したい。 

A18. ６月初旬以降、建築局都市計画課（市庁舎 25階）で全市の図面、各区区政推進課の窓口では各区の図面を

確認することができます。また、建築局都市計画課のホームページでは、全市の図面を掲載しています。ご

不明点等ございましたら、建築局都市計画課（045-671-2658）までご連絡ください。 

詳細は以下のリンクをご覧ください。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/tetsuduki/youto/yout

oshisoan/gaiyou.html 

 

Q19. 最終的に、いつ見直すのか？（都市計画が変更されるのか） 

A19. 令和５年度以降、都市計画の法定手続きを行い、令和６年度の前半の都市計画変更を目指しています。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/tetsuduki/kocho/kocho-index.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/tetsuduki/kocho/kocho-index.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/tetsuduki/youto/youtoshisoan/gaiyou.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/tetsuduki/youto/youtoshisoan/gaiyou.html

